
船舶事故等調査報告書 

平成２３年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０仙第３４号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年５月２日 ０２時５８分ごろ 

発生場所 福島県相馬市東方沖 福島県南相馬市所在の東北電力原町火力発電所専用

港北防波堤灯台から真方位０５７°６.４海里付近 

（概位 北緯３７°４３.３′ 東経１４１°０９.２′） 

事故等調査の経過  平成２２年５月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 福
ふく

丸、１０２トン 

   １３１２２６、パールライン株式会社 

Ｂ 台船 ひろ航
こう

洋
よう

７号、長さ約７０ｍ 

Ｃ 漁船 大勝
だいかつ

丸、１９トン 

   ＦＳ２－３０８４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 甲板員Ａ、六級海技士（航海） 

Ｃ 甲板員Ｃ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ｃ 負傷 １人（甲板員Ｃ 肋軟骨骨折） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 前部右舷側に擦過傷 

Ｃ 船首部左舷側外板及び操舵室一部損壊、マスト曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長及び甲板員Ａほか３人が乗り組み、Ｂ船をえい
．．

航して引船

列（以下「Ａ船引船列」という｡）を構成し、甲板員Ａが単独の船橋当直

に就いて南進中、Ｃ船は、船長及び甲板員Ｃほか３人が乗り組み、甲板員

Ｃが船橋当直に就いて漁場に向かって南東進中、平成２２年５月２日０２

時５８分ごろ、相馬市東方沖において、Ｂ船の前部右舷側とＣ船の船首部

左舷側が衝突した。 

甲板員Ａは、Ｃ船以外にも接近する漁船群を認めていた。 

 甲板員Ｃは、Ａ船のレーダー映像を確認して肉眼でもＡ船の灯火を確認

したが、Ａ船がＢ船をえい
．．

航していることに気付かずに漁船と思い、Ａ船

の船尾側を通過できると思っていた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ２ 

海象：平穏 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ 不明、Ｃ あり 

Ａ 不明、Ｃ なし 

なし 

Ａ船引船列は南進中、Ｃ船は南東進中、相馬市

東方沖において、Ａ船引船列のＢ船とＣ船が衝突

したものと考えられる。 

甲板員Ａの見張り及びＡ船引船列の法定灯火に

ついては、Ａ船から十分な情報が得られなかった



ため、これらについて明らかにすることはできな

かった。 

甲板員Ｃは、Ａ船を認めていたが、漁船と思い

込んだことから、Ｂ船に気付かなかったものと考

えられる。 

原因 本事故は、夜間、相馬市東方沖において、Ａ船引船列が南進中、Ｃ船が

南東進中、Ａ船引船列のＢ船とＣ船が衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

 




